
京 都 大 学 に お け る 全 学 の 図 書 館 機 能 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

京都大学における全学の図書館機能に関する

規程 
 
（趣旨） 

第１条 この規程は、京都大学（以下「本学」とい

う。）における全学の図書館機能（以下「全学図書館

機能」という。）に関し、必要な事項について定める。

 
 
（全学図書館機能の目的） 

第２条 本学における全学図書館機能は、附属図書

館及び部局の図書館又は図書室若しくは資料室

（以下「部局図書館等」という。）が連携して、本

学における図書、学術情報データベース、施設そ

の他の図書館資源を合理的かつ効果的に収集、運

用又は整備し、及び学外の学術情報資源の効率的

な利用サービスの提供体制を整備することによ

り、本学学生の学習上の情報の活用及び研究者等

の高度な学術情報の活用を促進することを目的と

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（全学図書館機能の整備方針） 

第３条 全学図書館機能は、各部局図書館等の独自

性を維持しつつ、附属図書館及び部局図書館等の

間において、総合的かつ合理的な調整を経た方策

に基づき、整備する。 
（全学図書館機能の枠組） 

第４条 本学は、前条の整備方針に則り、第２条に

定める全学図書館機能の目的を達成するため、京

都大学図書館機構（以下「機構」という。）を設置

する。 
２ 機構は、ネットワーク型の全学組織として、前

条に定める方策に基づく、第２条の収集等に関し

必要な事項を行うとともに、附属図書館及び部局

図書館等の間における連携その他に関して必要な

調整を行う。 
３ 前項に定めるもののほか、機構は、図書室その

京都大学図書館機構規程 
 
 
（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第４７条

の６第２項の規定に基づき、京都大学図書館機構

（以下「機構」という。）に関し必要な事項につい

て定める。 
（業務） 

第２条 機構は、附属図書館及び部局図書館等（部

局の図書館又は図書室等をいう。以下同じ。）が連

携して、本学の図書館資源（図書、学術情報デー

タベース、施設その他の図書館資源をいう。以下

同じ。）の合理的かつ効果的な収集、運用及び整備

並びに学外の学術情報資源の効率的な利用サービ

スの提供体制を整備することを目的として、これ

を各部局図書館等の独自性を維持しつつ、附属図

書館及び部局図書館等の間において総合的かつ合

理的な調整を経た方策に基づいて達成するための

ネットワーク型の全学組織として、次の各号に掲

げる業務を行う。 
(1) 本学の図書館資源の収集、運用及び整備並びに

学外の学術情報資源の利用サービスの提供体制

の整備に関し必要な事項 
(2) 附属図書館及び部局図書館等の間における連 

携その他に関し必要な調整  
(3) 図書室その他図書に係る組織を有しない部局 

に対する支援 
２ 附属図書館は、部局図書館等と協力し、前項に

定める業務の実施に当たる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改   正   前 改   正   後 
他図書に係る組織を有しない部局に対する支援を

行うとともに、当該支援及び第５項に定める情報

環境機構による支援に関して必要な調整を行う。 
４ 附属図書館は、部局図書館等と協力し、前２項

に定める業務の実施に当たる。 
５ 情報環境機構は、図書館機能に係る情報技術に

関する支援を行う。 
（機構長） 

第５条 機構に、機構長を置く。 
２ 機構長は、本学の専任教授のうちから第１４条

に定める京都大学図書館機構長候補者推薦委員会

が推薦する候補者のうちから、総長が指名する。 
３ 機構長は附属図書館長を兼ねる。 
４ 機構長の任期は、２年の範囲内で総長が定める。

ただし、指名する総長の任期の終期を超えること

はできない。 
５ 機構長は再任されることがある。 
６ 機構長は、機構の所務を掌理する。 
（副機構長） 

第６条 （略） 
（図書館協議会） 

第７条 機構に、次の各号に掲げる事項について審

議するため、京都大学図書館協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 
(1) 機構の組織及び運営に関すること。 
(2) 第３条に定める方策及びそれに基づいて行う

第２条の図書館資源の収集等についての企画及

び運営に関すること。 
(3) 附属図書館及び部局図書館等の間における連

携及び調整に関すること。 
(4) 図書館機能に係る情報技術について、情報環境

機構との連携及び調整に関すること。 
第８条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織

する。 
(1) 総長が指名する理事 １名 
(2) 機構長 
(3) 副機構長 
(4) 附属図書館宇治分館長 
(5) 各研究科の長又は教授 各１名 
(6) 各研究所の長又は教授 各１名 
(7) センター（学術情報メディアセンターを除

く。）の長又は教授 若干名 
(8) 情報環境機構長又は学術情報メディアセンタ

ーの教授 １名 
(9) 高等教育研究開発推進機構長又は副機構長 

１名 
(10) 附属図書館事務部長 
(11) その他総長が必要と認める本学の専任教員 

 
 
 
 
 
 
 
（機構長） 

第３条 （同 左） 
２ 機構長は、本学の専任教授のうちから第１２条

に定める京都大学図書館機構長候補者推薦委員会

が推薦する候補者のうちから、総長が指名する。 
３ 機構長は、附属図書館長を兼ねる。 
４   （同 左） 
 
 
５ 機構長は、再任されることがある。 
６     
（副機構長） 

第４条   
（図書館協議会） 

第５条        （同 左） 
 
 

(1)  
(2) 第２条第１項第１号に定める業務についての

企画及び調整に関すること。 
 
(3)   （同 左） 
 
(4) 情報環境機構との連携及び協力に関し必要な

こと。 
第６条 
 

(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)         （同 左） 
 
(8)  
 
(9)  
 
(10)  
(11)  



改   正   前 改   正   後 
若干名 

２ 前項第５号から第９号まで及び第１１号の協議

員は、総長が委嘱する。この場合において、第５

号から第９号までの協議員（第７号にあっては総

長が指名するセンターの協議員）は、当該研究科

等の長の申出又は推薦に基づき行うものとする。 
３ 第１項第５号から第８号までの協議員の任期は

２年、第１１号の協議員の任期は１年とし、再任

を妨げない。ただし、補欠の協議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 
第９条  
第１０条     （略） 
第１１条  
（幹事会） 

第１２条 協議会に、幹事会を置く。 
２ 幹事会は、協議会の運営上の調整を行うととも

に、機構長を補佐して、第７条第１項各号に定め

る事項の実施に必要な措置を執る。 
３～４ （略） 
（特別委員会） 

第１３条 専門の事項を審議するため必要があると

きは、協議会に特別委員会を置くことができる。 
２ 特別委員会の組織及び運営に関し必要な事項は

協議会が定める。 
第１４条  
第１５条  
第１６条     （略） 
第１７条  
第１８条  
第１９条  

  （同 左） 
２ 前項第５号から第９号まで及び第１１号の協議

員は、総長が委嘱する。この場合において、第５

号、第６号、第８号及び第９号の協議員は、当該

研究科等の長の申出又は推薦に基づき行うものと

する。 
３  
 
 
         （同 左） 
第７条 
第８条  
第９条 
（幹事会） 

第１０条 協議会に、幹事会を置く。 
２ 幹事会は、協議会の運営上の調整を行うととも

に、機構長を補佐して、第５条各号に定める事項

の実施に必要な措置を執る。 
３～４ （同 左） 
（特別委員会） 

第１１条 （同 左） 
 
２ 特別委員会の組織及び運営に関し必要な事項

は、協議会が定める。 
第１２条  
第１３条  
第１４条     （同 左） 
第１５条  
第１６条  
第１７条  
   附 則 
 この規程は、平成２３年１０月２５日から施行す

る。 
 

 


